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(目的)
第1条　この要綱は、猫の不妊・去勢手術を推進する事により適正な飼養を図るとともに、良好な生活環境を保持するため、手術費用の一部を補助することに関し、木祖村補助金等交付規則（昭和58年木祖村規則第5号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
[bookmark: 13000402301000000008](1)　繁殖制限手術　雌猫における卵巣及び子宮を摘出する手術及び雄猫における精巣を摘出する手術をいう。
[bookmark: 13000402301000000016](2)　飼猫　飼い主が所有又は占有の意思を持って、継続的に給餌、給水等の世話をし、管理している猫をいう。
[bookmark: 13000402301000000020](3)　飼い主のいない猫　村内に生息する前号以外の猫をいう。
2　
(補助対象者)
第3条　補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
[bookmark: 13000402301000000024](1)　木祖村の住民基本台帳に記録されている者及び村長が適当と認める非営利団体で、自らが飼育する飼猫又は飼い主のいない猫に繁殖制限手術を受けさせた者
[bookmark: 13000402301000000028](2)　本補助金と類似した助成制度を利用していない者
(補助金の額)
第4条　補助金は予算の範囲内で交付し、補助する額は1頭につき5,000円とし、手術費用が5,000円に満たない場合はその額とする。
また、補助金の交付は原則1年につき3頭までとする。ただし、不当な繁殖等により生活環境に悪影響を及ぼす場合等の村長が必要と認める場合についてはその限りではない。
(交付申請)
第5条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、木祖村猫繁殖制限手術補助金交付申請書（様式第1号）に次に掲げる書類を添えて、当該繁殖制限手術の完了した日の属する年度の3月31日までに村長に提出しなければならない。
[bookmark: 13000402301000000032](1)　繁殖制限手術に係る手術費の領収書の写し
[bookmark: 13000402301000000036](2)　手術対象の猫の耳カット状況が確認できる写真
(補助金の交付決定)
第6条　村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは木祖村猫繁殖制限手術補助金交付決定通知書（様式第2号）により通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条　前条の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、交付決定の日から30日以内に、木祖村猫繁殖制限手術補助金交付請求書（様式第3号）により村長に補助金の請求をするものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第8条　村長は、補助事業者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取消すことができる。
(補助金の返還)
第9条　村長は、補助事業者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたことを確認したときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(遵守事項)
第10条　飼い主のいない猫に係る補助金の申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
[bookmark: 13000402301000000040](1)　繁殖制限手術後の飼い主のいない猫のうち、譲渡可能なものについては終生屋内飼養をする者へ譲渡するよう努めること。
[bookmark: 13000402301000000044](2)　繁殖制限手術後の飼い主のいない猫を当該手術前の生息場所に戻す場合は、トイレの設置、餌の適正な管理等周辺環境の保全を図るとともに近隣住民の理解を得るよう努めること。
[bookmark: 13000402301000000048](3)　繁殖制限手術後の飼い主のいない猫が、当該手術済みであることを識別できるよう耳カット等の措置を講ずること。
(その他)
第11条　この要綱に定めるものの他、必要な事項は村長が別に定める。
附　則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附　則
